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平成２３年度 第３回行財政改革審議会議事録（全体会）

日 時 平成２３年６月７日（火） 午後７時３０分 ～ 午後８時２５分

（午後８時３０分～午後９時４０分までは分科会）

場 所 掛川市役所 会議室１－Ｂ

田中啓会長、米田博文副会長、石野哲也委員、伊藤鋭一委員、

出 席 者 窪野愛子委員、鈴木純一郎委員、寺嶋慈子委員、西村康正委員、

松本春義委員、水谷陽一委員

伊村副市長、松井理事、川隅総務部長、深川企画政策部長、

斉藤財政課長、栗田企画調整課長、山本財政課主幹、

掛 川 市 松浦総務部調整室長、久野企画政策部調整室長、

飯田環境経済部調整室長、杉本都市建設部調整室長、

太田教育政策課主幹、鈴木企画調整課主幹、都築行革推進係長、新貝

傍 聴 者 ８名

（審議会内容）

１ 開 会

企画調整課長

改めまして、こんばんは。ただ今から平成２３年度第３回、通算にしますと２１回

目となります行財政改革審議会を開催をいたします。開会にあたりまして、本日は市

長が所用により欠席でございますので、伊村副市長よりご挨拶を申し上げます。

２ 挨 拶

伊村副市長

改めまして、こんばんは。松井市長は少し所用が重なりましてですね、今日は失礼

するということで、みなさまにはよろしくということでありました。審議会のみなさ

まには、お忙しいところをお集まりくださいまして誠にありがとうございます。

今日からですね、審議会が独自に調査、審議をします２つのテーマにつきましてで

すね、分科会を開催していただいて、検討を深めていただくということになっており

ますので、どうぞよろしくお願いします。

それから、６月２６日には、大須賀で第２回の市民対話集会も計画されていますの
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で、こちらのほうについても、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それから、市のほうでは現在、公共施設の維持管理費、委託料、補助金、それから

第３セクターについて、改めて見直しを行っております。来年度予算に反映できます

ようにですね、精力的に取り組むように指示もしておりますので、この点につきまし

ても、作業が済み次第ご報告をさせていただくという形で取り組みたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。

今夜は、３０分遅いスタートでしたので、少し後ろの時間も気になりますが、精力

的なご検討をお願いして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いし

ます。

企画調整課長

ありがとうございました。

それでは、本日の審議会の資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、次

第でございます。その後右肩にですね、資料１、資料２。続きまして本日の分科会Ａ

の関係資料、それから同じく分科会Ｂの関係資料、最後になりますが、田中会長名で

本日付けで、平成２３年度第３回掛川市行財政改革審議会・メモ、資料は以上５点、

次第を入れまして６点になりますが、よろしいでしょうか。

それでは、次第の３番の協議事項に入らせていただきます。ここからは、田中会長

の進行でよろしくお願いいたします。

３ 協議事項

田中会長

みなさん、本日もよろしくお願いいたします。本日ですけれども、次第でご覧のと

おり大きく分けまして前半が全体会、後半が分科会に分かれているという２本立てに

なっております。

まず、全体会におきましては、一番大きなテーマは、６月２６日に予定されており

ます市民対話集会についての準備の一環ということで、その内容、あるいは準備する

資料、進め方等についてみなさんにご相談したいと思っております。それが済みまし

たら分科会ごとに分かれてということで、ちょっと時間の配分はわかりませんけれど

も、できれば全体会を３、４０分、残り時間を分科会ごとに充てたいと思っておりま

す。

それでですね、今日事務局のほうから用意していただいた資料がいくつかあるんで

すけれども、対話集会のほうにいく前に、まず石野委員のほうから事前にですね、ペ

ーパーをいただいておりまして、それについての石野委員のペーパー自体と、それに

対する回答というのが、資料２についております。これをちょっと先にですね、説明

等済ませておきたいと思いますけれども、どうしましょうか。もしよろしければ、石

野さんのほうからペーパーの内容について、簡単にでもいいですけれども、こういう

主旨のペーパーであるということを、ちょっと紹介していただいてですね、その後、
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市のほうから回答なり、ご説明いただくということでよろしいでしょうか。突然振っ

て申し訳ないんですけれども、よろしくお願いいたします。

石野委員

すみません、自分だけ目立ってしまいましたけれども、前回のですね、審議会の内

容で市の対応として資料４ということでですね、前回いただいた資料の中で、こちら

が具体的にですね、補助金であるとか委託料について非常に多岐にわたって記述がさ

れているものですから、その中から何点かですね、抽出してこういう見方で検討を進

めていったらいいんじゃないかということで、ヒアリングの対象に挙げさせていただ

いた中の事案でございます。

これについては、こちらの審議会分科会Ｃほうでですね、提言の中でこういう指摘

をさせていただいたんですけれども、それについての市の対応として、前回いただき

ました資料でちょっと自分なりに思いがあったものですから、再度ですね、質問させ

ていただきました。自分の考えとしては、理解がですね、正しいのか誤っている点が

あるのか、その辺も非常にまだ納得いくところがないものですから、改めて質問させ

ていただいた次第です。以上です。

田中会長

はい、ありがとうございます。ちょっと、確認ですけれども、石野さんからこうい

うご質問をいただいたのは、今後分科会に分かれて議論していく前提として確認をし

ておきたいという、そういう意図であるということでよろしいでしょうか。

石野委員

はい。

田中会長

それでは、内容はですね、資料２の委員ペーパーという石野さんの名前が入ってい

る資料にあるとおりです。これに対して市のほうから回答が出ておりますので、少し

簡単にですね、その内容について説明をお願いできますでしょうか。

行革推進係長

それでは、事務局よりご説明申し上げます。資料の３ページをご覧ください。３ペ

ージの１番に道の駅の管理業務委託料についての回答を示させていただきました。前

回の審議会でペーパーに書き込めなかった数字的なデータ、これらも追加しながら本

日はご説明をさせていただきます。

道の駅の委託料について、石野委員さんがご指摘の点は、大きく１つには、不動産

収入、要は貸付収入と市から管理委託している委託料、これがですね、差が出ている

と。要は、貸付料のほうが安くて、委託料のほうが高いと、ということは、そこで収

支の均衡とれていないということで、それは普通ではなかなか考えにくいやり方では

ないかというご指摘です。参考資料の①、表中をご覧ください。区分の一番上が管理
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委託料ということでＡ、それから貸付料収入がＢ、差し引きＢマイナスＡということ

で、これを見るとおりですね、石野委員さんがご指摘のとおり委託料のほうが高くて

貸付料収入のほうが安いということになっております。

道の駅は平成１７年度からですね、営業を開始しました。現在まできているわけな

んですけれども、当初、差し引きＢマイナスＡをご覧いただきますと、平成１７年度

では、６００万円の差、それから平成２３年度は当初予算ベースですけれども、２３

０万円の差ということになっております。この点が、ご指摘いただいた点であります。

これは、平成１７年度にこの道の駅を開業するに当たって、当初はですね、やはり

農業の振興、あるいは販路拡大という市の政策的な意図もあってですね、貸付料の収

入について安く抑えていたということは事実であります。その結果道の駅の利益とい

うのは、当初予定していた以上に順調に伸びてきたわけであります。

平成１９年度と２０年度の欄をみていただきたいと思います。貸付料収入Ｂの額で

すけれども、平成１９年度には１，３９４万が平成２０年度に１，７５８万になって

いるわけです。これはどういうことかといいますと、当初この道の駅の貸付料につい

て決定した額、当初３年間は、少し減免をしていました。３カ年経過しまして、平成

２０年度に元の協定をした貸付料の金額に戻したということであります。その後もそ

の金額できたわけなんですけれども、平成２３年度の当初においても、同じ金額で推

移しております。

この見直しについて、ご説明をさせていただきます。確かにですね、この委託料と

貸付料収入の差があるということなんですが、これについて市のほうも今見直しを進

めているところであります。というのは、この第３セクター道の駅が、順調に経営を

進めているということが判断できましたので、２３年度の当初予算には間に合わなか

ったんですけれども、市の対応としては本年度中にこの貸付料収入と委託料の差がな

くなるように調整を進めて、今年度の補正で対応するか決算で対応するかはまだ未定

ですけれども、本年度中にこの数値の差を是正していきたいというふうに考えており

ます。

それから、もう一方抜本的な見直しですけれど、この第３セクターは順調に経営が

推移しているということでありますので、第３セクターの見直しの中で、これについ

ては完全民営化も含めて検討を開始して、自立してやっていただくと、そのような見

直しを進めているということで、この道の駅については、石野委員さんのご質問に対

してこのような回答をさせていただきたいと思います。

それから、２番の２２世紀の丘公園の委託料の関係であります。この内容について

でございますが、石野委員さんのご指摘は、この２２世紀の丘公園について、収支の

差額が約６，０００万円あると。なおかつ、利用者に偏りがあるのではないか、その

ようなことを踏まえると受益者負担の観点からも、利用料の収入について見直しが必

要ではないかと、このようなご指摘かと思います。

それについて、ご説明をさせていただきます。参考資料の②をご覧ください。この

２２世紀の丘公園というのは、「たまりーな」と呼ばれる老人福祉といいますか、健

康増進施設と、あとその周辺を取り巻く公園、この複合的な公園施設であります。そ

のたまりーなの部分については、平成１９年度から開業しております。それから公園
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の部分については、平成２２年度から全面的に供用開始をして、併せてすべてが営業

開始をしております。１９年度のところの管理委託料と貸付料収入のところをみてい

ただきたいと思います。管理委託料は、平成１９年度は６，５００万円。すみません、

貸付料収入は誤りで、大変申し訳ありませんでした。これは、利用料収入ということ

で、訂正をお願いします。大変申し訳ありませんでした。利用料収入は約８００万円

ということで、平成１９年度にはマイナスの５，７００万、それから平成２２年度か

らは公園部分も供用開始をしましたので、管理委託料は７，１００万円になったとい

うことです。一方で、利用料収入は１，１００万ということでありますので、差し引

き６，０００万円ぐらいの収支の差が発生しているというのが今の状況であります。

これについてでありますけれども、表の一番下にありますが、利用者数のところを

ご覧いただきたいと思います。利用者数は、平成１９年度５５，０００人ということ

でありましたけれども、平成２２年度の実績は、約２倍の１０万人ということになっ

ております。これは、この入場者数はですね、たまりーな本体、要は高齢者施設の本

体と、公園の一部、芝生広場というものがあるわけなんですけれども、この芝生広場

の占有の申請、この２つを合わせた利用者収入であります。公園全体ではですね、何

人入ったかというのはわかりませんので、建物と芝生広場、この２つの合計でありま

す。それが開業当時から比べると、約２倍になっているという状況であります。

これについての市の対応であります。４ページ目の市の対応という欄に、３つほど

記載をしてございます。一つはですね、この２２世紀の丘公園ということであります

けれども、利用者数が順調に伸びていると、これは市民に大変満足をいただいている

施設だというふうに考えております。それから、この区域にですね、こういったある

一定規模の公園、一日のんびり過ごせる公園というものが、市民の待望でもあったわ

けであります。こういった公園がですね、開園してこれだけの入場者数を得ていると

いうことを考えると、非常にこの２２世紀の丘公園が果たしている役割は大きいと考

えています。それから、防災機能の面でも、ある一定面積の公共空地というのは、非

常にその役割が見直されているところでもありますので、そういった防災機能の向上

の観点からも、この施設については非常に有益だというふうに考えております。それ

から、こういったことを踏まえまして、この公園については引き続き指定管理者制度

により管理運営を継続したいと考えております。

それから、収支差額の件であります。この２２世紀の丘公園という性格を考えてみ

ますと、一つは公園ということ、それからもう一つは、高齢者福祉の増進を目的とし

た施設であること、ということで、利用料の設定については、ある程度低く抑えねば

ならぬという現実もあります。公園については、特にその公園の利用についてお金を

取るというのは、なかなか考えにくいことでありますので、そういったことを考える

と、ある程度の収支の差額についてはやむを得ないというふうに判断をしております。

しかしながら、先にご説明を申し上げたような公共施設の維持管理費の見直しという

ものを現在進めております。この維持管理費の見直しというのは、収支バランスの目

標値を定めて、併せて指定管理者のインセンティブを上げることで、この収支のバラ

ンスを是正していこうということであります。したがいまして、この２２世紀の丘公

園についても、単年度収支がとんとんとなるというような状況にはできませんけれど
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も、少しでもこの差が縮まるような見直しを、この見直し方針に沿ってですね、進め

ていきたいと考えております。

それから、もう一つですが、この公園、やはり掛川市民共有の財産ということで、

広く地域の方々に利用していただきたいと考えております。旧市町のエリアを越えた

利用が図られるように工夫していきたいということであります。そのような取り組み

によって、利用者が更に増加をしていただき、利用料収入のアップを併せて行ってい

きたいと考えております。参考でありますけれども、２３年の４月、５月の利用状況

でありますけれども、エリア別に分析をしてみますと、掛川区域が２としますと大須

賀区域が１、大東が少し少ないかなという分析でありますので、広く市民に活用いた

だくようにＰＲをかねて今後も努めていきたいと考えております。

以上がですね、市の具体的な取り組み内容であります。この内容を前回資料の４に

記載をさせていただいたんですけれども、今回は数値等もお示ししながらご説明させ

ていただきました。以上でございます。

田中会長

はい、ありがとうございます。２つの施設に関わる委託料について石野委員のほう

からご質問いただいて、それぞれ市の対応とか考え方が少し違っているようですけれ

ども、こういうやり取りがあったということです。それで、これはまさに昨年度です

ね、審議会で行った提案に関わる内容ですので、今後分科会Ａのほうでまた審議して

いける内容だと思っております。その意味では、本日ですね、この回答の是非等に深

入りすることは避けたいと思っておりますけれども、ただ今の市の回答等につきまし

て、もし事実確認等のご質問なり、あるいはご意見があれば伺いたいと思います。こ

ういった対応がこれでいいのかどうかといった議論は、まさに今後分科会ごとに分か

れてですね、進めさせていただきたいと思います。要するに、取りあえず回答だった

という意味では、これでよろしいでしょうか。

石野委員からその後のですね、別の案件でまたご質問いただいておりまして、これ

も今市のほうに回答をしていただくようにお願いをしているというところで、またそ

れがですね、出てき次第みなさんにご紹介することになると思います。前々回、ある

いは前回の私のペーパーにもご提案しましたように、このような形で各委員の方から

お考え、あるいはご質問、あるいはご提案等、ペーパーという形で出していただくと

いうのは大歓迎ですので、今後もですね、各委員の方、もしこのようなことがありま

したら、私宛でも構わないですし、あるいは市の事務局宛でも構いませんので、お寄

せいただければと思います。ただし、これから分科会が始まりますので、例えば質問

や意見を示していただいたときにですね、市がすぐに対応できない場合もあるかと思

いますので、その辺りはご容赦いただきたいと思います。

それでは、この資料２に関しての説明を取りあえずここで終わらせていただきたい

と思います。

では、次にですね、全体会のメーンのテーマですが、市民対話集会の進め方等につ

いてということで、資料１が事務局のほうで作成していただいた資料になります。こ

れは、説明をしていただけますでしょうか。簡単で結構です。



- 7 -

行革推進係長

それでは、資料１をご覧ください。資料１のちょうど真ん中、３番の出席者のとこ

ろに変更がありますので、先にご説明させていただきます。３番の(2)行財政改革審議

会からの出席者９人（欠席者米田委員）ということで、記載がありますけれども、米

田委員さんからご出席いただけるというご返事をいただきましたので、１０人という

ことでよろしくお願いいたします。

特に、このペーパーの中でみなさんにご協議いただきたいのは、５番のところでご

ざいます。当日の市民のみなさまにご説明する内容でございますが、市については平

成２３年度の取り組み内容についてということで、今年度取り組む主要４項目、これ

についてご説明させていただきたいと思っております。行財政改革審議会のほうの説

明内容について、平成２３年度の活動についてと記載をしてありますけれども、これ

はまた後、田中会長の資料もございますので、その中でご議論いただければと思いま

す。基本的に資料については、パワーポイントで作成をして、会場ではスクリーンに

投影しながらご説明をしたいというふうに考えております。

それから、２ページ目をご覧ください。２ページ、前回の反省点ということで、４

点ほど掲げてあります。特に、(1)タイムスケジュールについてなんですけれども、な

かなか時間配分が司会のほうを含めてうまくいかないところがあったので、今回は司

会の工夫も含めてこの調整をしていきたいと思っております。

それから、(2)番でありますけれども、意見交換の時間でございますが、今回はある

程度の時間を割いているわけなんですけれども、前回は一問一答式になってですね、

一人当たりに要する時間が長くなってしまったので、この辺を少し改善をしていきた

いなと考えております。例えば発言希望者については、３、４人程度まとめて指名を

して連続して発言していただいた後に、もし回答を求められていればですね、まとめ

て回答していきたいというふうに考えております。

それから、(3)番は充実に向けた改善点の把握ということで、３ページ目に市民アン

ケートということで、今回初めての取り組みをしたいと思っております。この３ペー

ジ目のアンケートは、この市民対話集会についてどのようにお考えかということと、

あるいは市、行革審に対しての意見があればですね、記入をしていただきたいという

ような内容でもって、このアンケートを実施していきたいというふうに考えておりま

す。なおかつ、階層分析、出席者の分類なども併せてしていきたいと考えております。

それから、周知期間の拡大ということであります。前回は１ヵ月前からの周知活動で

ありましたけれども、今回は約２ヵ月前から実施をしております。したがいまして、

また広報にも６月１日号に全面１ページ割いて周知をしたのと、あと各いろいろな市

の催し物がある際にですね、ＰＲ活動を６月２６日直前まで進めていきたいというふ

うに考えおります。

それから７番のタイムスケジュール等でございます。今回、市民意見交換会の時間

を多く取りたいということでありまして、④番、意見交換の時間をここでは１２０分

ということで取ってあります。会場のほうは、３時間半取れますので。場合によって

はこの意見交換の時間が伸びるということも、それは十分できるというようにして考
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えていきたいと思っております。市民対話集会について、事務局からの説明は以上で

す。

田中会長

ありがとうございます。今回は、前回と違いまして、会場も広くなっております。

逆に今回は埋まらないんじゃないかという、逆の心配もね、しなくてはならないかも

しれませんけれども、最大何人入れるんですか。４００人ぐらいですか。

行革推進係長

６００人ぐらいです。

田中会長

６００人ですか。そういうことですので、相当余裕がございます。そういう意味で

は、みなさん口コミも含めていろいろな方にお越しいただけるように、委員の方から

も働きかけをお願いしたいと思っております。それから、米田副会長もご参加可能と

いうことで、全員参加で非常によかったと思います。

それでですね、当日示す、作成して配付する資料、それから前回の反省点を踏まえ

ました進め方等なんですが、もう一つ資料番号がありませんが、私の名前のペーパー

をご覧ください。このメモは、本当にメモでございまして、本日急いで思いついたこ

とを書き留めたというレベルですので、まとまっておりませんけれども、１ページ目

にですね、この市民対話集会についての思いついたことを書かせていただきました。

最初に趣旨ということで確認させていただいているんですが、市の資料にも書いてあ

ります。ちょっと表現が違いますけれども、特に今回ですね、１点目の下線を引いた

ところなんですが、今回６月時点を選んだのはなぜかということで、審議会がこれか

らですね、本格的な審議を始める直前であるということで、できるだけその前に市民

の方のご意見、ご要望を聞いておこうということです。ですから、当日参加者からい

ただいたご意見の中に反映できるところがあればですね、この行革審の審議に生かし

ていきたい、そういうねらいがあるということをちょっと確認させていただきたいと

思います。

それから、(2)にあります内容と進行の内の①ですね。資料で行革審に関わる部分だ

けちょっと書いておきましたが、今回は資料はですね、前回の反省を踏まえましてあ

まり大部なものは用意せずに、非常に簡潔に説明するということを考えております。

そうはいいましても、これまでの活動状況については、少しまとめた資料は必要かと

思いますし、あと今年度どのような予定でどのような件について活動を進めていくの

かといったような見取り図は必要であると。あと、よろしければ委員の名簿も併せて

付けさせていただきたいと思っております。分科会につきましては、６月ですので、

まだ本格的には始まっておりませんので、分科会ごとの資料は用意しないで、行革審

一本ということにしたいと思っております。今のところ、私のほうで行革審分の資料

は用意したいと思っております。

進行なんですけれども、市の資料１のほうでも、２ページ目の６、７あたりに書い
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てあることですけれども、やはりですね、今回は説明をできるだけ簡略にして、来場

者の方との質疑応答にできるだけ時間をかけることにしたいと思います。これは特に

事前に事務局のほうと相談してなかったんですが、前回事務局のほうで司会進行して

いただきましたけれども、今回もぜひお願いしたいと。どうも、事務局の方は私にや

ってほしいというニュアンスだったんですが、これはですね、やはり市と市民の間で

のコミュニケーションですので、ぜひこういったことに慣れていただきたいと。です

から、何度もいいますが、行革審がなくなった後もですね、こういったことを続けて

いただくためには、ぜひですね、事務局のほうでこういった司会進行がうまくできる

ように準備をしていただきたいと思っております。

それから、３点目、これも私の一存で入れておりますが、行革審の資料についてた

ぶん私だと思うんですが、一通り説明した後にですね、よろしければ各委員の方から

ですね、一言ずつですね、コメントをいただけないかなと思っております。前回は全

くですね、私と米田副会長以外は発言する機会がございませんでしたし、行革審とい

うのは、ある意味一体の組織というよりは、いろいろな考え方を持った方々が集まっ

ていらっしゃる組織ですので、それぞれ思っていらっしゃることがあると思いますか

ら、そんなに時間を差し上げられないんですけれども、２分前後ぐらいでですね、一

言ずつ、例えばみなさんの行革に対する考え方であるとか、あるいは今年度こういっ

たことをしたいとか、その他何でも結構ですので、述べていただきたいというのが、

これは私の希望ということになります。

４点目ですけれども、質疑応答は今回２時間程度取っているということなんですけ

れども、前回は、市に対する質問は当然市長始めとして市の担当が答えるわけなんで

すが、行革審に対する質問、前回さほど多くはなかったんですけれども、もしありま

したら、私が答える部分が多いとしてもですね、他の方にもですね、よろしければ回

答していただきたいなと。テーマによっては、ちょっと委員の方に振らせていただい

て、何々さんお願いしますという形でお願いするかもしれませんということで、これ

は私からのお願いということですので、先ほどのコメントを述べていただく件と質疑

応答で回答していただく点、これは絶対に反対であるということであればですね、こ

の後おっしゃっていただきたいと思いますけれども。ですから、私の個人的な見解を

入れさせていただいたものと、市から提案していただいている全体の進め方等につき

まして、ご意見なり、あるいはご質問がありましたらお願いいたします。

米田副会長

対話集会の件なんですけれども、さっきの市のほうからの説明で２ヵ月前から準備

するということでありましたが、前回もそうだったんですけれども、広報で流しても

らうと。意外とこれが見てなくてですね、出席した人、私も個人的にお願いした人も

いるんですけれども、新聞の折り込みチラシですね、これは確か都築さん、掛川市始

まって以来、随分うるさく言って、広報のどこに書いてあるんだと言ったら小さく載

っているんですね。だから、折り込みチラシで見たという人が結構いるんですよ。参

加しなかったけれども、載ってたねと。これで見ると今回はそれが予定されてないよ

うですけれども、ぜひですね、それも前回と同様に、仕込みや何かというのももちろ
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んですけれども、前回と違って、１３０でこの間いっぱいでしたけれども、６００っ

ていうと箱物が大きいですから、入れるのがですね、ちらほらじゃあ、生涯学習セン

ターと違ってアクセスが悪いですから、掛川の北の人たちは大変だと思いますので、

ぜひですね、あれいくらかかったんですか。

行革推進係長

２０万円ぐらいです。

米田副会長

今回は考えていますか。

行革推進係長

今回ですね、新聞折り込みは考えていません。その替わりということで、広報を一

面、全面取ってですね、掲載をさせていただいたということであります。実は、今年

ですね、２回市民対話集会が予定されていますね、６月と１０月で。そういうことも

ありまして、今回は広報で対応させていただくということになりました。その替わり、

それだけではなかなか全部周知を図るということも難しい面も多々あると思いますの

で、今回については特に精力的にですね、いろいろなところに出向いたりとかしてＰ

Ｒをしていくということであります。

米田副会長

田中会長のおっしゃっているように、行革審のメンバー全員が意見を言える機会も

設けるということですので、そういった意味でも、やっぱり我々一生懸命やっていて

もなかなか市民のみなさんにね、聞いていただくというせっかくの機会ですので。そ

れから、今日プレスの人もお越しになっているんで、読売さん、中日さん、静岡新聞

さん含めてですね、お願いしていただきたい、そんなことを思います。以上です。

田中会長

他にいかがでしょうか。細かいことでも結構です。市民対話集会以前の行革審とし

ての審議は、本日が最後ですので、できるだけ今日中にいろいろな問題点などがあれ

ば出したいと思っています。

石野委員

市民対話集会のですね、進行のところの３つ目、４つ目のところ、各委員からのコ

メントであるとか、各委員が振り分けて回答するということなんですが、恐らく今会

長さんがおっしゃるようにですね、１０名いらっしゃるんでそれぞれ意見が違うと思

うんですね。その辺はよろしいんでしょうか。差し支えないんでしょうか。

田中会長

私自身は、構わないと思っております。これはお願いしたいんですけれども、どな
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たがお答えになられる場合であっても、それは審議会の総意ではないんだと、一委員

としての意見であるといったような立場をある程度明らかにして、述べていただけれ

ばと思います。ただ、これまでに審議会で議論してきて、多くの方が同意している明

らかな事項については、これはそういう断りなしに述べていただいて結構だと思いま

す。それを含めて審議会の現状ですので、それを取り立てて隠す必要もないですし、

もしどなたかがおっしゃった回答に対して、他の方がご意見あれば、また他の方から

述べていただいて結構だと思いますし、そういったことをきっかけにまた議論が起こ

るかもしれないなと思っております。

みなさんから一言ずつコメントをいただくことの問題点は、時間がかかるということ

で、市の資料の２ページのタイムスケジュールを少し変更する必要があると思ってお

ります。ですから、(1)のほうで①から⑤までありますが、②の市の説明時間、これは

ある程度きちんとやっていただく必要があると思います。一方で、③の審議会のほう

は、これは今回はできるだけ短くしたいと思っております。５分というわけにはいか

ないと思いますが、１０分以内で収めまして、あと私以外のみなさん一言ずつという

ことで、２分として２０分弱ということですので、ちょっとその時間だけですね、他

の時間に食い込むと思いますが、今回やっていただければ恐らく次回は必要ないかな

と思いますので、一度これをやらせていただきたいなと思っております。

米田副会長

自己紹介を含めてですね、それがなかったですから。

田中会長

はい。よろしいでしょうか。

米田副会長

最終は、都築さん、何時まで、４時半まで借りてありますけれども。３０分ぐらい

後ろはいいか。

行革推進係長

マックスは５時です。

田中会長

ということですので、ある程度柔軟に対応できるということだと思います。意見交

換は１２０分とありますが、できる限り多くの人に発言をしていただきたいなと思っ

ています。

窪野委員

たいしたことじゃないんですけれども、市民総代会などはステージに上がらないで

下の部分でやって、市民と一体になっているなという雰囲気を感じるんですけれども、

今回はステージ上になるんでしょうか、場所的な問題で、その辺をちょっと伺いたい
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と思います。

行革推進係長

事務局案では、ステージから降りたいと考えております。ただですね、審議会と当

局の人数を考えますと、少し窮屈になる可能性もありますけれども、そこはあまりに

運営に支障が出るようでしたら、壇上に上がっていきたいと思いますけれども、基本

は下でやりたいと思っております。

田中会長

ステージじゃない場所で、スペースはあるということですね。

行革推進係長

生涯学習センターに比べますと非常に狭いですけれども、何とか、かなり窮屈です

けれども、入ろうと思えば入れます。

田中会長

逆にステージ上がらないと後ろのほうに居る方が見えないとか、そういう心配はな

いんでしょうか。

行革推進係長

後ろの方が見えなくなる心配はないと思いますね。

田中会長

恐らく６００人の収容が全部いっぱいになるということは、ほぼあり得ないと思い

ますね。ですから、事務局の方はできるだけ前のほうに誘導して座っていただくよう

に、入り具合を見ながらしていただけますかね。最初は後ろのほうの席は座れないよ

うな形にしておいて、混み出したらそこを解放する、そういう形がよろしいかと思い

ます。他にいかがでしょうか。

資料１の３ページ、４ページですね。これは、来場者の人に答えていただくアンケ

ート表ということで、自由記入が大きくなっているんですが、恐らく全員の方がです

ね、発言されないと思いますし、手を挙げて発言はちょっとね、少し恥ずかしいけれ

どもこういうものだったら書いていただける方が結構いらっしゃると思いますから、

そういうところでもいろいろな意見を吸い上げることができるのではないかと考えて

おります。

それでは、特になければ、市のほうは引き続き、広報はこれから新たにやることは

特にないんですか。口コミや何かで声を掛けるとか。

行革推進係長

まだ、市民委員会とかですね、イベントとか予定されているところがありますので、

そういうところでＰＲさせていただきます。
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田中会長

わかりました。できるだけお願いいたします。委員の方もぜひいろいろなルートを

利用して広くですね、これを広報していただくようにお願いいたします。残念ながら、

私は全く掛川にそういった人脈がありませんので、集客的には全く貢献できなくて申

し訳ないんですけれども。

あとは、行革審に関わる資料は、私のほうで作成をさせていただきます。もしよろ

しければ、事前に確認していただくという意味で、資料ができ次第委員の方にお送り

して見ていただくということで、これは市の資料と行革審の資料と両方同じような扱

いで、事前にみなさんに配付できるようにしたいと考えます。

それでは、よろしいでしょうか。こういう要領で進めさせていただきますので、ま

た何かお気づきの点がありましたら事務局のほうにですね、お知らせいただければと

思います。

それでは、全体会のテーマは取りあえず終わりました。何か、全体会でみなさんの

ほうからご意見とか、あるいは何かおっしゃっておきたいことがございますでしょう

か。

水谷委員

市のほうの説明、当日の問題ですけれども、ともするとですね、市の行革方針と審

議会の委員のみなさんの議論がですね、先鋭化しすぎちゃうというか、私はもっと市

のほうが、例えば市民活動日本一を目指すだとか、環境日本一を目指すために市とし

てはこういうことをもっと力を入れてやっていくんだと。先ほどの、例えば２２世紀

の丘公園の問題についても、僕は市の回答は明快だと思うんですよね。本当にそのと

おり必要なんだということをね、もっとその良さも含めてもっと大胆にこういうこと

をやっていきたいんだということも、そこをはっきりもっと言っていかないと、お互

いに何となく削る方向ばかりを議論しちゃっていいのかどうかというね。もっと、松

井市長のビジョンみたいなやつを強烈に出してね、それについて本当に必要、こうな

んだというね、もっとそこについて議論をしていく、大胆にいい悪いをはっきりさせ

ていくという、そういうグローバルなものがないだろうかなというふうにね、私は思

います。

田中会長

今のご発言は、行革審全体のお話なのか、あるいは対話集会の……。

水谷委員

対話集会です。

田中会長

そうですね。対話集会は、市にとっても市民の方といろいろ意見交換する貴重な機

会ですので、ある意味市は市で、おっしゃりたいことを堂々とおっしゃればいいと思
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いますね。行革審は行革審で、個人、あるいは全体として言いたいことを訴えていく

ということですので、水谷委員がおっしゃったとおりだと私も思います。よろしいで

しょか。

それで、分科会ごとの議論に分かれる前に、もう一度私の名前のついたペーパーを

ご覧ください。この資料の２ページです。本来もう少しですね、それぞれの検討事項

につきまして、体系的に整理をしておいたほうがよかったんですが、ちょっとその時

間が取れませんでしたので、思いついたことを書き留めるという内容にとどまってお

ります。これはこの後の分科会における検討で、ちょっと参考にしていただければと

いうぐらいの意味合いなんですが、まず分科会Ａのほうの改革フォローアップなんで

すけれども、(1)に①から⑤まで箇条書きをしております。これは例えばですね、こう

いう検討の内容をしていくという方法がありますねという意味で、たぶん恐らくです

ね、最初は改革の進捗状況を確認するという作業をもう一度していただくということ

になると思います。その上で、重点的に検討するテーマを絞り込んでいくと。さらに、

その重点テーマについて調査、審議をしていただく、その結果として何らかの提言を

していただく、こういう手順になるのかなということで、これはあまりにも当たり前

の話でございます。

あと、その他という⑤なんですが、その中でですね、たぶん提言の中に含めていた

だくといいと思うんですが、市が今後優先的に取り組むべき改革項目は何かといった

優先順位付けに関する行革審としての提案であるとか、あるいは改革内容ではなくて、

改革の進め方ですね、改革の姿勢とか手法等についての提案、提言、あるいはそうい

ったものも含めていただいていいのかなということだと思います。

ですから、この後分科会Ａでは、①辺りが当面の作業ということになるかと思いま

すが、②重点的に検討するテーマがどういうものかといった辺りもこの後議論してい

ただくといいかと思います。

分科会Ｂですけれども、改革目標の検証・設定ということで、これも４つぐらいに

分けてみましたけれども、まず、すでにある改革目標の検証ということで、その目標

の妥当性、あるいは進捗状況の確認といったこと。これは、どうするかは分科会で議

論していただきたいんですが、市長のマニフェスト、あるいは総合計画等いろいろな

行政計画にいろいろな目標が含まれていると思うんですね。そういったものも視野に

入れるのかどうかということで、入れているとちょっと大変だというのがありますの

で、あまり手を広げないほうがいいと思うんですけれども、もしかしたらマニフェス

ト、総合計画の中の一部の目標などは議論していただいてもいいのかもしれないと思

っております。

②ですが、やはり分科会Ａと同様で、重点的に検討する分野・目標等を絞り込んで

いただくということで、下に挙げたのはあくまで例ですが、例えば債務残高に関する

目標を集中的に議論していただくとか、あるいは特定事業に関わる目標に関する議論、

あるいは目標の水準という数字ではなくて、何か具体的な活動や行動を求めるといっ

た、そういう目標設定もあり得ると思っております。

③ですが、これは前回論点を出していただきましたが、震災等によって、当初財政

見通しを行っていただいたときから条件が変わっておりますから、これを改革目標に
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どのように反映していくのか、あるいはしていかないのかといった点も議論のポイン

トに入ってくると思います。例えば、前提条件が変わったので目標数値自体を変える

べきだという考え方もあり得るでしょうし、当初の目標は置いたままでですね、いく

つかのケースをつくって、そのシミュレーションによって参考数値として、条件が変

化した場合の目標数値を出してみるとか、いろいろなケースがあろうかと思います。

最後④ですが、最後出していただく提言内容としましては、まず既存の目標につい

ての審議会としての意見・提言。それから新しい目標を設定するといった提言。さら

にそういった目標をいかに達成するかという達成方法についての提言。こういったも

のが入ってくる可能性があると思います。

最後は、米印で１点書いておきましたが、例えばですね、財政指標等の財政状況に

関しては、単なる数字の大小だけではなく、その内容や質の評価が重要だと思われま

すということで、例えばどういうことかということで、例が適当かどうかわかりませ

んが、市の借金ですね、市債の残高があるわけなんですが、その中には市債を発行す

る段階でですね、すでに交付税で後年ですね、財源手当てされているものが、たぶん

大半を占めていると思いますね。その状況を取りあえず確認などする必要があるので

はないのか。財源手当てがあるから安心だということではなくてですね、そういった

ものと手当てされていないような借金と、そういったものがどういった実態なのかと

いった借金の内容、質ですね。こういった辺りもぜひですね、分科会Ｂでは確認して

いただきたいと思いますし、あと借金でも１０年とかそういった期間なんですが、借

り換えをするともう１０年、あるいはもう１０年ということで、３０年ぐらいで返し

ていくというパターンが結構あるんですが、借り換えができる、あるいはしやすいか

どうかといった、そういう違いもありますので、そういった辺りも少し内容をみてい

ただきたいなというふうに思っております。ですから、分科会Ｂはどうしてもですね、

テクニカルな議論が入ってきますので、難しさがあると思うんですね。私も随時顔を

出すなり参加したいなと思っているんですが、同時開催ですとなかなかできませんの

で、その辺りはなるべく財政課の方をうまく利用してですね、いろいろ引き出すよう

にしていただきたいと思っております。

最後、(3)その他というところなんですが、これは前回から言っておりますが、やは

り期限が限られてきますので、重要性の高い検討事項に絞り込む必要があると。これ

は不可欠だろうと思います。

それから、審議会としては、６月は本日が最後で、次回は３ページにございますが、

７月に上旬、下旬でそれぞれ１回ずつぐらいの分科会を予定しております。ですから、

しばらく時間があいて分科会に入っておりますので、この間にできるだけ市のほうに

必要な資料、情報をリクエストしていただいて、７月に入ったときに使えるようにし

ておいていただけるといいと思いますので、その意味でやはりこの後必要な資料とい

うことを、先週もやりましたけれども、再度ですね、分科会の中で議論していただき

たいと思います。

あと、ちょっと思いつきなんですが、分科会全体で議論していくのは基本だろうと

思うんですが、いろいろ検討事項は多岐にわたりますので、主にこのテーマはどなた

というような役割分担を決めて、その方が主にそのテーマについては情報収集される
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というようなこともあってもいいのかなということで、ちょっと書いておきました。

いずれにしましても、分科会の運営は非常に柔軟にしたいと思いますし、前回も出て

いましたように分科会Ａ、Ｂのメンバーの方がお互いですね、行き来するといったこ

とも、できるだけ柔軟にしていただきたいなと思います。

以上、一方的に私の考えを述べましたけれども、分科会に入る前に、みなさんのほ

うから何かご意見とか、あるいはご提案があればお願いしたいと思います。特にござ

いませんでしたら、早速分科会のほうに分かれていただきたいと思います。今ですね、

あちらの壁の時計が８時２５分ですね。ですから、８時半ぐらいに開始ということで

ご準備をお願いします。

行革推進係長

分科会Ａはですね、左側の部屋、それから分科会Ｂは右側の部屋をご用意いたしま

した。お願いします。


